
清須市学校給食センター管理運営規則 

 

（趣旨） 

第１条 この規則は、清須市学校給食センター設置条例（平成１７年清須市条例第

７４号。以下「条例」という。）第９条の規定に基づき、必要な事項を定めるもの

とする。 

（学校給食センター管理事務所） 

第２条 清須市学校給食センター（以下「学校給食センター」という。）に管理事務

所（以下「学校給食センター管理事務所」という。）を設置し、管理事務所長その

他の職員を置く。 

（給食費の額） 

第３条 給食費の額は、次のとおりとする。ただし、小学校第１学年の４月分及び

中学校第３学年の３月分の給食費は、別表第１のとおりとする。 

⑴ 清須市立幼稚園の幼児及び職員 月額 ３，６００円 

⑵ 清須市立小学校の児童及び職員 月額 ３，９００円 

⑶ 清須市立中学校の生徒及び職員 月額 ４，５００円 

 ⑷ 学校給食センター管理事務所の職員 月額 ４，５００円 

 ⑸ 前各号に掲げるもののほか、清須市教育委員会（以下「教育委員会」という。）

が必要と認めた者 教育委員会が別に定める額 

２ 給食費は、給食を受ける清須市立学校（以下「学校」という。）の幼児、児童及

び生徒（以下「幼児等」という。）の保護者並びに学校の職員等から教育委員会の

委任を受けた学校の長（以下「校長」という。）が徴収する。ただし、給食を受け

る学校給食センター管理事務所の職員等は、学校給食センター管理事務所長（以

下「管理事務所長」という。）が徴収する。 

３ 給食費の徴収日は、校長又は管理事務所長が別に定める。 

４ ８月分の給食費は、徴収しないものとする。 

（滞納給食費の納付勧告） 

第４条 教育委員会は、幼児等の保護者が給食費の徴収日を過ぎても正当な理由が

なく納付しない場合には、給食費納付勧告書（第１号様式。以下「勧告書」とい

 



う。）により勧告することができる。 

（滞納給食費の納付催告） 

第５条 教育委員会は、幼児等の保護者が前条の規定による勧告書を受けた日から

３月を過ぎても正当な理由がなく給食費を納付しない場合は、給食費納付催告書

（第２号様式。以下「催告書」という。）により催告することができる。 

（滞納給食費の法的措置） 

第６条 教育委員会は、幼児等の保護者が前条の規定による催告書を受けた日から

１月を過ぎても正当な理由がなく給食費を納付しない場合は、民事訴訟法（平成

８年法律第１０９号）第３８３条第１項の規定に基づき、滞納給食費の支払いを

求める法的措置を取ることができる。 

（給食費の免除） 

第７条 給食費は、次に掲げる場合は、徴収しないことができる。 

⑴ 病気その他の特別な事情により、１月以上給食を要しない場合 

⑵ 前号に掲げるもののほか、教育委員会が必要と認めた場合 

（給食費の還付） 

第８条 給食費は、次に掲げる場合は、別表第２により、既に徴収した給食費を還

付することができる。ただし、学年始休業日、夏季休業日、冬季休業日及び学年

末休業日を含む月を除き、１月の全日を欠食した場合は、給食費の全額を還付す

ることができる。 

⑴ 幼児等の給食を要しないことについて保護者の委任を受けた学校の長からあ

らかじめ届出がある場合 

⑵ 前号に掲げるもののほか、教育委員会が必要と認めた場合 

（運営委員会の所掌事務） 

第９条 条例第８条の規定による清須市学校給食センター運営委員会（以下「運営

委員会」という。）は、次に掲げる事項について調査審議するものとする。 

⑴ 給食の実施及び衛生管理に関すること。 

⑵ 学校給食センターの施設の整備に関すること。 

⑶ 給食費に関すること。 

⑷ 前３号に掲げるもののほか、教育委員会が必要と認めること。 

学校給食センター運営委員会 

資料２ 

 



（庶務） 

第１０条 運営委員会の庶務は、学校給食センター管理事務所において処理する。 

（役員の構成） 

第１１条 運営委員会に、次の役員を置く。 

⑴ 委員長 １人 

⑵ 副委員長 １人 

２ 役員は、委員の互選とする。 

３ 役員の任期は、委員の任期による。ただし、再任を妨げない。 

４ 委員長は、運営委員会を代表し、会務を総理する。 

５ 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理す

る。 

（会議） 

第１２条 会議は、委員長が必要と認めるときに招集する。ただし、委嘱後最初に

行われる会議は、教育委員会教育長が招集する。 

２ 会議は、委員の半数以上の出席がないときは、開くことができない。 

３ 議事は、出席委員の過半数をもって決する。ただし、可否同数のときは、委員

長の決するところによる。 

（関係者の出席） 

第１３条 運営委員会は、説明等のため、学校給食センター管理事務所の職員、関

係学校等の職員その他必要と認める者を会議に出席させることができる。 

（雑則） 

第１４条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。 

附 則 

（施行期日） 

１ この規則は、平成１７年７月７日から施行する。 

（経過措置） 

２ この規則の施行の日の前日までに、合併前の西枇杷島町学校給食センター設置

条例施行規則（昭和５１年西枇杷島町教育委員会規則第１号）、清洲町学校給食セ

ンター設置及び管理に関する規則（昭和４７年清洲町教育委員会規則第１１号）

 



又は新川町立新川給食センター管理運営規則（平成１７年新川町教育委員会規則

第１号）の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の

相当規定によりなされたものとみなす。 

（春日町の編入に伴う経過措置） 

３ 春日町の編入の日の前日までに、編入前の春日町学校給食費取扱要綱（平成２

０年春日町教育委員会告示第６号）の規定によりなされた処分、手続その他の行

為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。 

附 則（平成１７年１２月１９日教育委員会規則第３８号） 

この規則は、公布の日から施行する。 

附 則（平成２０年３月１３日教育委員会規則第２号） 

この規則は、平成２０年４月１日から施行する。 

附 則（平成２０年６月３０日教育委員会規則第５号） 

この規則は、公布の日から施行する。 

附 則（平成２１年９月３０日教育委員会規則第１５号） 

この規則は、平成２１年１０月１日から施行する。 

附 則（平成２５年３月１５日教育委員会規則第３号） 

この規則は、平成２５年４月１日から施行する。 

附 則（平成２５年１２月６日教育委員会規則第１３号） 

この規則は、平成２６年４月１日から施行する。 

附 則（平成２８年１０月１９日教育委員会規則第６号） 

この規則は、公布の日から施行する。 

附 則（平成２９年３月８日教育委員会規則第２号） 

この規則は、平成２９年４月１日から施行する。 

 

別表第１（第３条関係） 

区 分 給食費の額 

小学校第１学年の４月分 ２，９２５円 

中学校第３学年の３月分 ２，２５０円 

 

 



別表第２（第８条関係） 

欠食の期間 還付の額 

１月で連続５日から９日 給食費の４分の１の額 

１月で連続１０日から１４日 給食費の２分の１の額 

１月で連続１５日以上 給食費の４分の３の額 

 

第１号様式（第４条関係） 

 
給食費納付勧告書 

 
                            第     号 

年  月  日  
 

保護者 様 

 

清須市教育委員会 印    

 

 下記のとおり、給食費の未納が認められますので、清須市学校給食センター管

理運営規則第４条の規定に基づき勧告します。 
記 

１ お子様の氏名 
 
２ 未納状況 

学校名 未納月 未納金額 
  円 
  円 

合 計 円 
３ 納付期限 
 
４ 参考（給食費の月額） 
 
５ その他 
 
  

 

 



第２号様式（第５条関係） 

 
給食費納付催告書 

 
                            第     号 

年  月  日  
 

保護者 様 

 

清須市教育委員会 印    

 

 下記のとおり、    年  月  日付けで給食費の納付を勧告しましたが、

本日まで納付されていませんので、清須市学校給食センター管理運営規則第５条

の規定に基づき催告します。 
 なお、期限までに納付がないときは、民事訴訟法第３８３条の規定に基づき、

裁判所の裁判所書記官に対して支払督促の申立てを行います。 
記 

１ お子様の氏名 
 
２ 未納状況 

学校名 未納月 未納金額 
  円 
  円 

合 計 円 
３ 納付期限 
 
４ 参考（給食費の月額） 
 
５ その他 
 
  

 

 

 


